
市第31号 

115 

市第31号議案 

   土地明渡しについての訴えの提起 

土地明渡しについて、次のように訴えを提起する。 

平成23年９月２日提出 

横浜市長 林   文 子 

１ 当事者 

原告 横浜市 

      代表者 

      横浜市長 林   文 子 

  被告 神奈川区菅田町73番地 

    高林商会 こと 髙 林 正 幸 

２ 訴訟物の価額 

  1,053,496 円 

３ 訴えの要旨 

高林商会こと髙林正幸（以下「髙林正幸」という。）に対し、

別紙物件目録１及び２記載の土地（以下「本件土地」という。）

を明け渡すことを求める。 

４ 訴えを提起する理由 

  横浜市は、本件土地を横浜市動物愛護センターに出入りする等

のための道路予定地として取得するため本件土地のそれぞれの所

有者と本件土地の売買契約を締結するとともに、髙林正幸と別紙

物件目録１記載の土地上の物件を移転する旨の物件移転契約を締

結した。髙林正幸は、当該契約に基づき、当該物件を移転したが

、その後、当該土地を再び占有するとともに、別紙物件目録２記

載の土地を占有したため、横浜市は、本件土地の明渡しを求めた
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が、これに応じないので、訴えを提起するものである。 

５ 裁判所 

  横浜地方裁判所 

 

 物件目録 

１ 神奈川区菅田町字出戸谷74番の３の土地 

２ 神奈川区菅田町字出戸谷73番の14、73番の15、73番の16及び73

番の17の土地 

 

   提 案 理 由 

 土地明渡しを求めるため、高林商会こと髙林正幸に対し訴えを提

起したいので提案する。 
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 参  考  

   事 件 の 概 要 

  平 成 18 年 １ 月 か ら 
１            横 浜 市 は 、 神 奈 川 区 菅 田 町 字 出 戸 谷 74 番 

平 成 18 年 ３ 月 ま で 

           の ３ の 土 地 （ 以 下 「 本 件 １ の 土 地 」 と い う

。） 及 び 同 73 番 の 14 ほ か ３ 筆 の 土 地 （ 以 下

「 本 件 ２ の 土 地 」 と い う 。） （ 以 下 こ れ ら

の 土 地 を 「 本 件 土 地 」 と い う 。） の そ れ ぞ

れ の 所 有 者 と 売 買 契 約 を 締 結 し て 、 本 件 土

地 を 取 得 す る と と も に 、 高 林 商 会 こ と 髙 林

正 幸 （ 以 下 「 髙 林 正 幸 」 と い う 。） と 平 成

18 年 ３ 月 31 日 ま で に 本 件 １ の 土 地 上 の 物 件

を 移 転 す る 旨 の 物 件 移 転 契 約 を 締 結 し た 。 

２  平 成 18 年 ３ 月 31 日   髙 林 正 幸 は 、 当 該 契 約 に 基 づ き 、 当 該 物

件 を 移 転 し 、 横 浜 市 に 物 件 移 転 完 了 届 を 提

出 し た 。 

３  平 成 18 年 ４ 月 13 日   横 浜 市 は 、 髙 林 正 幸 に 対 す る 当 該 物 件 の

移 転 に 係 る 補 償 金 の 支 払 を 完 了 し た 。 

４  平 成 18 年 ４ 月 頃    髙 林 正 幸 は 、 本 件 １ の 土 地 を 再 び 占 有 す

る と と も に 、 本 件 ２ の 土 地 を 占 有 し た 。 

  平 成 21 年 ８ 月 か ら 
５            横 浜 市 は 、 髙 林 正 幸 に 対 し 、 本 件 土 地 の 
  平 成 23 年 ３ 月 ま で 

           明 渡 し を 求 め た が 、 髙 林 正 幸 は 、 こ れ に 応

じ な か っ た 。 

６  平 成 23 年 ４ 月 ６ 日   横 浜 市 は 、 髙 林 正 幸 に 対 し 、 催 告 書 を 発

送 し 、 本 件 土 地 の 明 渡 し を 求 め た が 、 髙 林

正 幸 は 、 こ れ に 応 じ な か っ た 。 
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７  平 成 23 年 ６ 月 21 日   横 浜 市 は 、 髙 林 正 幸 に 対 し 、 本 件 土 地 の

占 有 移 転 禁 止 を 求 め て 横 浜 地 方 裁 判 所 に 仮

処 分 命 令 の 申 立 て を 行 っ た 。 

８  平 成 23 年 ６ 月 23 日   横 浜 地 方 裁 判 所 は 、 横 浜 市 に 担 保 と し て

400,000 円 を 供 託 さ せ 、 横 浜 市 の 申 立 て を 認

め る 仮 処 分 決 定 を し た 。 

９  平 成 23 年 ７ 月 １ 日   横 浜 地 方 裁 判 所 は 、 仮 処 分 の 執 行 を 完 了

し た 。 

 

地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 96 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 件 を 議 決 し な け

れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 11 号 ま で 省 略 ） 

(12)  普 通 地 方 公 共 団 体 が そ の 当 事 者 で あ る 審 査 請 求 そ の 他 の 不 服

申 立 て 、 訴 え の 提 起 （ 普 通 地 方 公 共 団 体 の 行 政 庁 の 処 分 又 は 裁

決 （ 行 政 事 件 訴 訟 法 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 処 分 又 は 同 条 第 ３

項 に 規 定 す る 裁 決 を い う 。 以 下 こ の 号 、 第 105 条 の ２ 、 第 192

条 及 び 第 199 条 の ３ 第 ３ 項 に お い て 同 じ 。） に 係 る 同 法 第 11 条

第 １ 項 （ 同 法 第 38 条 第 １ 項 （ 同 法 第 43 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す

る 場 合 を 含 む 。） 又 は 同 法 第 43 条 第 １ 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。） の 規 定 に よ る 普 通 地 方 公 共 団 体 を 被 告 と す る 訴 訟 （

以 下 こ の 号 、 第 105 条 の ２ 、 第 192 条 及 び 第 199 条 の ３ 第 ３ 項

に お い て 「 普 通 地 方 公 共 団 体 を 被 告 と す る 訴 訟 」 と い う 。） に 

  係 る も の を 除 く 。）、 和 解 （ 普 通 地 方 公 共 団 体 の 行 政 庁 の 処 分

又 は 裁 決 に 係 る 普 通 地 方 公 共 団 体 を 被 告 と す る 訴 訟 に 係 る も の
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を 除 く 。）、 あ っ せ ん 、 調 停 及 び 仲 裁 に 関 す る こ と 。 

   （ 第 13 号 か ら 第 15 号 ま で 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

 


